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研究成果の概要（和文）： 

本研究は、各国の大学質保証における機関レベルの内部質保証システムの構造と機能を
国際比較の観点から考察し、我が国の大学が内部質保証システムをいかに再構築し効果的
運用すべきかを明らかにするため、①先行研究の整理・分析、②国内外の大学・質保証機
関への訪問調査、③教育マネジメントに関する国際セミナーの開催を行った。その結果、
大学の内部質保証システムを構築し機能させるために、全学レベルで学位プログラムを中
心としたデータに基づく教育開発・教育改善が一体的に機能した質保証システムの整備を
進め、さらに学内外にそのプロセスが明示されるようにすることの重要性が明らかとなっ
た。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 The research project aimed to investigate the current policies and practice regarding 
internal quality assurance within universities and clarify how Japanese universities 
re-establish and effectively operate their own internal quality assurance systems. To 
achieve this objective, we examined the previous related studies, interviewed people at 
universities and quality assurance agencies in the US, the UK, Australia, some EU 
countries and Japan, and held the international seminar on educational management 
and discussed the internal quality assurance system in some advanced countries. This 
research project reveals the importance to develop an internal quality assurance 
system centered around a degree program on the institutional level, in which 
educational development and enhancement functions based on the data collection and 
analysis are put in place. 
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１．研究開始当初の背景 

我が国の大学質保証は 1990 年代以降、自
己点検・評価の努力義務から実施義務へ、さ
らに認証評価制度の確立と受審義務化へと
展開し、国立大学法人評価も含め第三者評価
システムが制度化され機能するようになる
一方、特に 2000 年代以降は、各大学におい
て教育の質保証及び改善につながり得る内
部質保証システムを再構築し、いかに実質的
に運用していくかが喫緊の課題として認識
されるようになった。 

いかなる国・地域の大学質保証システムも
外部質保証のみで機能し得るわけではなく、
そもそも外部質保証自体の成否が、出発点と
なる機関レベルの自己評価がいかに効果的
に機能しているかに大きく依存している。外
部質保証の制度化・高度化だけでは質をめぐ
る本質的課題は解決されないことは明らか
であり、各大学における内部質保証システム
の再構築こそが大学関係者を含む学内外の
共通の認識となりつつある。 

 

２．研究の目的 

そうした問題状況を踏まえ、本研究は、各
国（米・英・豪・欧州・中・日）の大学質保
証システムにおける内部質保証の構造と機
能を国際比較の観点から考察し、我が国の大
学における内部質保証システム再構築に資
するモデルを提示することを目的として開
始された。具体的には、関連する先行研究か
ら得られた知見を踏まえつつ、機関レベルの
内部質保証の多元的構造と機能を、政府規制
や外部質保証によって形成される各国固有
の文脈の中に位置づけながら総合的に明ら
かにすること、そこから我が国の内部質保証
モデルを導くことを目的とした。 

 

３．研究の方法 

本研究では、上記の目的を達成するため，
以下の 3つの課題に国際比較の観点からアプ
ローチすることとした。 

 

（1）各国大学質保証システムのマクロ分析 

これは、各国の大学質保証システムにおけ
る「政府」、「外部質保証（第三者評価機関）」、
「内部質保証（大学）」、「国際機関」の関係
性を、機能・権限分担の視点から構造的に整
理・分析し、特に各国における第三者機関に
よる外部質保証と機関レベルの内部質保証
の関係構造を明らかにする作業であった。 

 

（2）内部質保証システムの構成要素分析 

ここでは、各国における大学レベルの内部
質保証システムに関するケーススタディを
行い、内部質保証システムを構成する諸要素、
大学マネジメントの形態、企画・評価・機関

調査（IR）組織の構成・位置・機能、部局の
構成・機能の機能的連関を明らかにする作業
を行った。 

 

（3）内部質保証システムのモデル構築 

以上の整理・分析から、有効な内部質保証
システムを成立させるための要件を整理し、
それらの関係性・相互作用性を明らかにする
ことを通して、我が国における内部質保証の
再構築に向けた示唆を得るとともに、望まし
いモデルの提示を行うことを目指した。 

 

４．研究成果 
本研究では、大学の内部質保証や教育マネ

ジメントに関わる先行研究及び関連理論の
整理・考察を行うとともに、国内外で先進的
に内部質保証の構築・運用を行っている大学
や関係の団体（質保証機関・大学団体）を訪
問調査し、特に機関のケーススタディを通し
て各機関文脈に即した内部質保証システム
の構築・運用のあり方と、そこから共通に導
かれる今後の内部質保証システムの方向性
について考察した。本研究から明らかとなっ
たことは以下の通りである。 
第一に、特にアングロサクソン諸国の大学

における内部質保証に関する調査からは、大
学内に全学レベルで各「学位プログラム」を
認証するシステムが構築されて機能してお
り、それをデータに基づく教育開発・教育改
善に関わるセンターや部署が支援している
ことが明らかとなった。例えば、豪州の事例
からは全学レベルで「アカデミック・ボード」
が学位プログラムの認証やレビューにおい
て中心的な役割を担う一方、IR機能を通して
常にプログラムのモニタリングがなされて
いる。近年の中教審答申でも「学位プログラ
ム」を中心とした教学マネジメントの必要性
が主張されているが、それを実質的に機能さ
せるためにもデータの提供や教育開発の面
で支援を行う組織が一体的に機能すること
が必要だということができる。また、そうし
た学内のシステムが学外に見えやすくなっ
ていることも質保証の信頼性を確保すると
いう点から重要である。 
第二に、国内大学における内部質保証に関

する調査からは、すでにいくつかの先駆的な
取組みが看取され、そこでは基本的に学外環
境を含めた各機関の文脈に依存して多様な
取組みが試行されたり展開されたりしてい
た。例えば、国公私立 4 大学 IR ネットワー
クに基づく取組を進める大阪府立大学、次期
認証評価受審に向けて内部質保証体制の整
備・強化を図る立命館大学、国立大学法人評
価を背景に独自に「部局評価」を実施して評
価・改善活動を進める東北大学、SWOT分析を
実施して第二期中期目標・中期計画の立案を



行っている岩手大学などの事例がある。先述
のアングロサクソン諸国の大学のように、学
位プログラムを中心とする内部質保証シス
テム構築を目指す事例もあり、「到達目標型
教育プログラム」を構築して全学レベルで統
一的に教育質保証を進める広島大学や、「筑
波スタンダード」を策定して学位プログラム
単位での教育内容・方法の改善を進める筑波
大学は、我が国における先進事例である。こ
れら二つの事例のように、従来部局レベルに
とどまる傾向が強かった教育の内部質保証
が学位プログラム単位で全学的に進められ
る方向で試みられていることは重要な試み
として、我が国の（特に大規模）大学におけ
る教育質保証の今後の一つの方向性を示唆
するものだといえる。 

第三に、大学内部質保証に関しては、欧州
高等教育質保証協会（ENQA）が 2005 年に策
定した「欧州高等教育圏における質保証の基
準とガイドライン（ESG）」に規定された内部
質保証基準や欧州大学協会（EUA）による質
文化プロジェクト（2006）が示唆するように、
一定の共通した構成要素（戦略的計画、質保
証のための適切な組織構造、執行部によるリ
ーダーシップの行使、教職員の関与・資質開
発、学生の関与、外部ステークホルダーの参
加、組織的なデータ収集・分析等）が整備さ
れる必要がある一方、同時に、各機関の置か
れた文脈（歴史・環境・規模等）によって内
部質保証システムの現れ方は一様でないと
いう点も重要である。例えば、英国キングス
トン大学の事例は、大学教育に対する学術
的・実践的関心を有する学内アクターの関係
性（パートナーシップ）やコミュニケーショ
ンを担保し機能させることで、学内の学術知
と実践知を確保して教育マネジメントを展
開しており、これは「学位プログラム」を中
心とする内部質保証システムに加え、それと
は異なるアプローチが質の保証・向上に寄与
し得る可能性を示唆している。このことから、
急速に変化する社会的ニーズを背景として
成立・運用される大学の内部質保証システム
は、多様な現れ方をすることを前提にしつつ、
できる限り多くのケーススタディを蓄積し
て知見を獲得していくことが今後の課題で
あると指摘できる。 

最後に、本研究課題に基づく研究活動のイ
ンパクトとして、我が国の大学における内部
質保証の再構築・強化に向けて整備されてき
た第二期認証評価への貢献を指摘しておき
たい。特に大学評価・学位授与機構において、
研究分担者の林隆之が中心となって、本研究
による研究成果を一部利用しつつ「教育の内
部質保証システム構築に関するガイドライ
ン」が作成されており、今後我が国の大学教
育における内部質保証の強化・充実を推進し
ていく基盤の形成に貢献することができて

いる。 
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